
議
案
第
36
号　

平
成
23
年
度 

習
志
野
市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
３
号
）

内
容
本
案
は
、
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
10
億
７
千
21
万
７
千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
530
億
９
千
724
万

９
千
円
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
す
。

　

繰
越
明
許
費
は
、
海
浜
霊

園
の
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い

て
、
債
務
負
担
行
為
の
補
正

は
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
予
約

シ
ス
テ
ム
導
入
に
向
け
、
契

約
に
必
要
な
予
算
措
置
と
し

て
、
地
方
債
の
補
正
は
、
義

務
教
育
施
設
や
公
園
等
の
災

害
復
旧
及
び
義
務
教
育
施
設

の
耐
震
化
事
業
に
係
る
財
源

に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

補
正
の
内
容
は
、
東
日
本

大
震
災
に
よ
る
公
共
施
設
の

災
害
復
旧
や
県
の
補
助
金
を

活
用
し
て
被
災
さ
れ
た
市
民

の
方
に
対
す
る
液
状
化
等
被

害
住
宅
再
建
支
援
に
関
す
る

事
業
の
ほ
か
、
義
務
教
育
施

設
の
耐
震
化
を
早
急
に
実
施

す
る
た
め
の
耐
震
補
強
工
事

に
係
る
設
計
委
託
に
つ
い
て

の
予
算
を
計
上
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
す
。

問
被
災
者
住
宅
再
建
資
金
利

子
補
給
事
業
及
び
液
状
化
等

被
害
住
宅
再
建
支
援
事
業
は
、

本
年
度
内
が
期
限
と
な
っ
て

い
る
。
被
災
地
域
の
住
宅
再

建
は
、
ま
だ
こ
れ
か
ら
で
あ

り
、
期
限
を
延
長
し
な
い
と

使
い
づ
ら
い
制
度
に
な
る
と

思
う
が
、
県
は
ど
う
い
う
見

解
を
持
っ
て
い
る
の
か
。

答
融
資
期
限
の
延
長
を
県
に

申
し
出
し
て
い
る
。
県
は
市

町
村
の
要
望
を
踏
ま
え
柔
軟

な
対
応
を
示
し
て
お
り
、
１

年
程
度
は
延
長
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

議
案
第
38
号　

習
志
野
市
市

民
プ
ラ
ザ
大
久
保
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

内
容
本
案
は
、
習
志
野
郵
便

局
旧
局
舎
跡
地
に
建
設
さ
れ

る
習
志
野
市
市
民
プ
ラ
ザ
大

久
保
の
設
置
に
伴
い
制
定
す

る
も
の
で
す
。
本
条
例
で
規
定

す
る
内
容
は
、
設
置
の
目
的
、

名
称
及
び
位
置
、
開
館
時
間

及
び
休
館
日
、
施
設
の
使
用
に

関
す
る
許
可
や
制
限
、
使
用

料
、
指
定
管
理
者
に
よ
り
管

理
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

問
多
目
的
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
貸
出

を
１
日
単
位
に
で
き
な
い
か
。

答
ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
多
目
的
に

使
う
こ
と
を
考
え
、
午
前
、

午
後
、
夜
間
の
単
位
で
区

切
っ
た
方
が
利
用
し
や
す
い

と
考
え
て
い
る
。

議
案
第
39
号　

習
志
野
市
税

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

内
容
本
案
は
、「
現
下
の
厳

し
い
経
済
状
況
及
び
雇
用
情

勢
に
対
応
し
て
税
制
の
整
備

を
図
る
た
め
の
地
方
税
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

の
施
行
に
伴
い
、
習
志
野
市

税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

問
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得

及
び
譲
渡
所
得
等
の
軽
減
税

率
に
よ
る
市
税
収
入
へ
の
影

響
は
あ
る
の
か
。

答
少
な
か
ら
ず
影
響
は
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

議
案
第
41
号　

習
志
野
市
環

境
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て内
容
本
案
は
、
平
成
22
年
度

施
行
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用

の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
な
ど
に
対
応
す
べ

く
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
に

関
す
る
事
項
及
び
地
球
温
暖

化
防
止
対
策
に
関
す
る
事
項

を
職
務
に
追
加
す
る
な
ど
、

そ
の
所
掌
を
見
直
す
と
と
も

に
、
部
会
を
固
定
化
せ
ず
、

案
件
に
よ
っ
て
組
織
設
置
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、

よ
り
機
能
的
な
調
査
及
び
審

議
の
体
制
を
構
築
し
ま
す
。

併
せ
て
、
委
員
数
を
20
人
以

内
と
す
る
な
ど
の
修
正
を
加

え
、
効
率
的
な
審
議
会
運
用

を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

問
環
境
審
議
会
の
部
会
構
成

を
現
在
の
縦
割
り
か
ら
横
割

り
の
形
へ
と
い
う
考
え
の
も

と
、
20
人
で
一
つ
の
テ
ー
マ

に
対
し
審
議
す
る
こ
と
に
よ

り
審
議
が
充
実
し
問
題
解
決

に
向
け
一
番
い
い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
が
当
局
の
見

解
を
伺
い
た
い
。

答
固
定
的
な
運
営
を
図
ろ
う

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む

し
ろ
審
議
会
委
員
の
考
え
、

意
見
の
中
か
ら
出
て
き
た
運

営
の
形
を
主
軸
に
し
て
い
き

た
い
と
い
う
の
が
今
回
の
改

正
の
主
眼
で
あ
る
。

受
理
番
号
第
31
号　

習
志
野

市
暴
力
団
排
除
条
例
の
制
定

に
関
す
る
請
願

内
容
「
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く

り
」
の
精
神
を
さ
ら
に
強
力

に
推
進
す
る
た
め
「
習
志
野

市
暴
力
団
排
除
条
例
」
を
制

定
し
早
期
施
行
さ
れ
る
よ
う

請
願
す
る
も
の
で
す
。

問
過
去
に
お
い
て
暴
力
団
が

行
政
に
対
し
て
介
入
し
た
こ

と
は
あ
っ
た
か
。

答
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は

記
憶
に
な
い
。

受
理
番
号
第
34
号　

子
ど
も

た
ち
を
放
射
能
汚
染
か
ら
守

る
た
め
の
陳
情

内
容
「
文
教
住
宅
都
市
」
と

し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
健
康

と
安
全
を
第
一
に
考
え
、
放

射
能
被
ば
く
か
ら
守
り
、
安

心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
陳

情
す
る
も
の
で
す
。

問
給
食
食
材
に
お
け
る
放
射

性
物
質
の
含
有
量
調
査
は
ど

の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。

答
流
通
し
て
い
る
も
の
は
安

全
で
あ
る
と
い
う
の
が
基
本

的
な
考
え
で
あ
る
。

受
理
番
号
第
36
号　

習
志
野

市
立
第
二
中
学
校
体
育
館
建

替
え
に
関
す
る
請
願

内
容
他
校
と
の
教
育
施
設
、

教
育
環
境
の
格
差
を
解
消
し
、

文
教
都
市
に
相
応
し
い
習
志

野
市
の
教
育
施
設
へ
の
改
善

を
求
め
、
第
二
中
学
校
体
育

館
の
建
替
え
を
請
願
す
る
も

の
で
す
。

問
東
日
本
大
震
災
で
は
学
校

施
設
も
被
災
者
の
生
活
の
場

と
な
っ
て
い
る
。
市
民
の
安

全
・
安
心
を
守
る
た
め
に
も
、

早
急
に
建
替
え
る
べ
き
だ
と

思
う
が
い
か
が
か
。

答
第
二
中
学
校
体
育
館
の
建

替
え
に
つ
い
て
は
検
討
が
必

要
と
い
う
こ
と
は
認
識
し
て

い
る
。
公
共
施
設
再
生
計
画

の
中
で
検
討
し
て
い
き
た
い
。

受
理
番
号
第
37
号　

藤
崎
児

童
会
の
環
境
改
善
に
関
す
る

陳
情

内
容
早
期
に
藤
崎
児
童
会
の

大
規
模
化
に
対
す
る
規
模
適

正
化
を
図
り
、
環
境
改
善
す

る
こ
と
を
陳
情
す
る
も
の
で
す
。

問
市
内
で
空
き
教
室
を
使
っ

て
い
る
児
童
会
は
幾
つ
あ
る

の
か
。

答
10
児
童
会
が
利
用
し
て
い
る
。

　

９
月
21
日
及
び
22
日
に
各

常
任
委
員
会
が
、
26
日
に
一

般
会
計
及
び
特
別
会
計
予
算

特
別
委
員
会
並
び
に
議
会
運

営
委
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　

付
託
さ
れ
た
議
案
並
び
に

請
願
・
陳
情
の
審
査
結
果
は

次
の
と
お
り
で
す
。

総
務
常
任
委
員
会

　

付
託
さ
れ
た
議
案
１
件
、

請
願
１
件
、
陳
情
２
件
の
審

査
を
行
い
、議
案
第
39
号【
賛

成
多
数
、
可
決
】
受
理
番
号

第
23
号
及
び
第
30
号
【
賛
成

少
数
、
不
採
択
】
受
理
番
号

第
31
号
【
全
員
賛
成
、
採
択

送
付
】
の
と
お
り
決
し
ま
し

た
。

建
設
常
任
委
員
会

　

付
託
さ
れ
た
陳
情
14
件
の

審
査
を
行
い
、
受
理
番
号
第

17
号
な
い
し
第
21
号
、
第
24

号
な
い
し
第
27
号
、
第
29
号
、

第
32
号
、
第
33
号
及
び
第
35

号
【
賛
成
少
数
、
不
採
択
】

受
理
番
号
第
28
号
【
賛
成
な

し
、
不
採
択
】
の
と
お
り
決

し
ま
し
た
。

環
境
経
済
常
任
委
員
会

　

付
託
さ
れ
た
議
案
２
件
、

陳
情
２
件
の
審
査
を
行
い
、

議
案
第
41
号
【
全
員
賛
成
、

可
決
】
議
案
第
43
号
【
全
員

賛
成
、
承
認
】
受
理
番
号
第

12
号
【
賛
成
少
数
、不
採
択
】

受
理
番
号
第
34
号
【
全
員
賛

成
、
採
択
送
付
】
の
と
お
り

決
し
ま
し
た
。

文
教
福
祉
常
任
委
員
会

　

付
託
さ
れ
た
議
案
４
件
、

請
願
１
件
、
陳
情
５
件
の
審

査
を
行
い
、議
案
第
38
号【
賛

成
多
数
、
可
決
】
議
案
第
40

号
【
全
員
賛
成
、
可
決
】
議

案
第
42
号
【
全
員
賛
成
、
適

任
】
議
案
第
44
号
【
全
員
賛

成
、
承
認
】
受
理
番
号
第
14

号
な
い
し
第
16
号
【
賛
成
少

数
、
不
採
択
】
受
理
番
号
第

22
号
【
賛
成
な
し
、不
採
択
】

受
理
番
号
第
36
号
及
び
第
37

号
【
全
員
賛
成
、採
択
送
付
】

の
と
お
り
決
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
予
算
特
別
委
員
会

　

付
託
さ
れ
た
議
案
１
件
に

つ
い
て
、
議
案
第
36
号
【
賛

成
多
数
、
可
決
】
の
と
お
り

決
し
ま
し
た
。

特
別
会
計
予
算
特
別
委
員
会

　

付
託
さ
れ
た
議
案
１
件
に

つ
い
て
、
議
案
第
37
号
【
全

員
賛
成
、
可
決
】
の
と
お
り

決
し
ま
し
た
。

議
会
運
営
委
員
会

　

付
託
さ
れ
た
陳
情
１
件
に

つ
い
て
、
受
理
番
号
第
38
号

【
賛
成
な
し
、
不
採
択
】
の

と
お
り
決
し
ま
し
た
。

3.11 東日本大震災時の液状化被害にあった住宅地（香澄３丁目）

平成23年（20１1）11月1日　第152号
電　話　047（453）9232　ＦＡＸ　047（453）7767
http://www.city.narashino.chiba.jp/shigikai/液状化等被害住宅再建支援

事業などの補正予算を可決

●平成23年第４回定例会は、11月25日（金）開会予定です。	 ●次回の「ならしの市議会」は、平成24年２月１日（水）に発行予定です。

　

平
成
23
年
第
３
回
定
例
会
は
、
９
月
２
日
か
ら
９
月
30
日

ま
で
29
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
、
議
案
９
件
が
審
議
さ

れ
、
す
べ
て
の
議
案
が
可
決
・
適
任
・
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
請
願
・
陳
情
に
つ
い
て
は
26
件
が
そ
れ
ぞ
れ
審
議

さ
れ
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
は
24
人
の
議
員
が
行
い
、
市
政
に
関
す
る
諸
問

題
に
つ
い
て
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
会
の
審
査
概
要

可
決
・
適
任
・
承
認
さ
れ

た
主
な
議
案
概
要

　採
択（
送
付
）さ
れ
た

　請
願
・
陳
情



な ら し の 市 議 会 平成23年11月1日（火）　（2）第152号

新
社
会
党

放
射
能
、
東
習
志
野
市
営

住
宅
問
題
な
ど
質
す

Q
．市
内
の
放
射
能
の
汚
染
状

況
と
そ
の
対
策
は

A
．袖
ケ
浦
東
小
の
雨
水
マ
ス
、

大
久
保
小
体
育
館
の
雨
ど
い

か
ら
1
時
間
当
た
り
1
マ
イ

ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
超
の
値
が

検
出
さ
れ
た
の
で
、
土
壌
を

埋
設
処
分
し
た
。

Q
．子
ど
も
が
土
い
じ
り
や
寝

こ
ろ
ん
で
遊
ん
だ
り
す
る
地

表
を
測
定
し
て
ほ
し
い
。
市

長
は
市
主
催
の
平
和
祈
念

式
典
で「
脱
原
発
」に
つ
い
て

ふ
れ
な
か
っ
た
が
、「
脱
原

発
」の
立
場
な
の
か

A
．「
脱
原
発
」の
立
場
だ
。

Q
．市
営
住
宅
東
習
志
野
団

地
建
て
か
え
は
、
す
べ
て
１

Ｄ
Ｋ
に
な
る
と
し
て
い
る
が

以
前
の
答
弁
で
は
、
１
Ｄ
Ｋ

だ
け
で
な
く
複
数
の
間
取
り

に
な
る
と
し
て
い
た
。
お
か

し
い
で
は
な
い
か

A
．泉
団
地
と
同
じ
様
に
し
た
い
。

→
こ
の
他
、
他
自
治
体
と
の

相
互
支
援
体
制
の
確
立
、
市

の
施
設
の
使
用
電
力
の
購
入

先
を
入
札
で
決
め
る
よ
う
求

め
る
な
ど
し
た
。

元
気
な
習
志
野
を
つ
く
る
会

元
気
な
習
志
野
を
つ
く
る

着
実
な
計
画
と
実
行
を
！

Q
．3
月
11
日
の
被
災
後
の
下

水
道
・
道
路
の
状
況
に
つ
い
て

A
．被
災
地
区
の
宅
地
と
道
路

の
高
低
差
改
善
の
た
め
、
測

量
と
実
施
設
計
を
予
定
し
て

い
る
。

Q
．他
県
か
ら
の
避
難
者
受
け

入
れ
に
つ
い
て

A
．市
独
自
の
施
策
と
し
て
、

国
か
ら
の
協
力
を
得
て
国
家

公
務
員
宿
舎
を
確
保
し
、
仮

住
居
と
し
て
無
償
提
供
し
て

い
る
。

Q
．自
衛
隊
へ
の
協
力
要
請
に

つ
い
て

A
．3
月
12
日
か
ら
17
日
に
給

水
車
1
台
か
2
台
で
午
前

9
時
か
ら
午
後
8
時
ま
で
配

水
活
動
を
行
っ
て
も
ら
っ
た
。

Q
．ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

立
ち
上
げ
に
つ
い
て

A
．習
志
野
市
社
会
福
祉
協

議
会
が
主
体
と
な
り
、
災
害

発
生
の
2
日
後
、
13
日
か
ら

27
日
ま
で
の
午
前
9
時
か
ら

午
後
4
時
ま
で
活
動
し
た
。

延
べ
567
人
、
派
遣
先
で
は
延

べ
201
件
の
活
動
を
行
っ
た
。

Q
．液
状
化
の
影
響
が
あ
る
避

難
場
所
の
変
更
は
？

A
．震
災
で
得
た
教
訓
を
生
か

し
、
早
急
に
対
応
す
る
。

Q
．介
護
施
設
の
入
居
状
況
は

全
国
で
待
機
者
と
入
居
者

の
割
合
が
50
％
、
当
市
で
は

511
人
の
待
機
者
で
、
平
成
24

年
度
に
100
人
が
入
居
す
る

が
、
せ
め
て
待
機
者
を
半
分

に
す
る
増
設
は
？

A
．用
地
を
至
急
探
す
な
ど
第

5
期
計
画
で
整
備
で
き
る
よ

う
に
検
討
す
る
。

Q
．介
護
者
側
が
事
故
や
病

気
な
ど
の
緊
急
時
に
お
け
る

一
時
預
か
り
の
対
策
は
？

A
．実
態
把
握
の
た
め
に
、
ケ

ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
、

早
急
に
調
査
を
実
施
す
る
。

Q
．環
境
対
策
に
つ
い
て
は
？

A
．旧
清
掃
工
場
の
解
体
と
ス

ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
の
建
設
へ
向

け
て
努
力
す
る
。
ゴ
ミ
の
分

別
は
処
理
ラ
イ
ン
の
増
設
、

普
通
ト
ラ
ッ
ク
の
採
用
や
収

集
方
法
等
、
今
年
度
作
成
し

て
い
く「
一
般
廃
棄
物
処
理
基

本
計
画
」に
盛
り
込
み
、
具

体
的
な
推
進
を
検
討
す
る
。

Q
．夢
を
は
ぐ
く
む
教
育
環
境

づ
く
り
に
つ
い
て
は
？

A
．学
校
・
社
会
教
育
に
お
い

て
積
極
的
に
取
り
組
み
、
各

分
野
で
子
ど
も
た
ち
が
夢
を

描
き
は
ぐ
く
め
る
環
境
づ
く

り
に
、
今
後
も
努
め
る
。

Q
．安
全
で
安
心
な
住
み
よ
い

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
は
？

A
．犯
罪
発
生
件
数
は
ピ
ー
ク

時
の
半
分
に
減
少
し
た
が
、

今
後
も
地
域
一
体
型
の
防
犯

活
動
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

防
災
・
交
通
安
全
に
お
い
て

も
啓
発
活
動
に
取
り
組
む
。

Q
．救
命
講
習
率
日
本
一
へ
の

取
り
組
み
は
？

A
．現
在
の
年
間
受
講
者
は
約

2
千
人
程
度
だ
が
、
倍
増
に

向
け
て
啓
発
に
努
め
る
と
と
も

に
、
今
後
、
専
門
の
外
部
組

織
設
立
へ
の
検
討
を
進
め
る
。

Q
．デ
マ
ン
ド
交
通
実
現
へ
の

進
捗
状
況
は
？

A
．今
年
度
中
に
実
籾
・
東
習

志
野
地
区
を
中
心
に
ニ
ー
ズ

を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、

意
見
交
換
を
行
い
、
平
成
24

年
度
に
検
討
を
完
了
す
る
。

Q
．災
害
復
旧
・
復
興
市
民
ア

ン
ケ
ー
ト
実
施
に
つ
い
て

A
．年
内
に「
広
報
習
志
野
」を

活
用
し
実
施
す
る
。

Q
．公
共
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
予
算
と
年
数
は

A
．概
算
で
74
億
円
と
算
出
し

て
お
り
、
国
・
県
支
出
金
を

最
大
限
に
活
用
し
行
財
政
改

革
を
着
実
に
進
め
、
財
源
の

確
保
を
行
う
。
復
旧
・
復
興

年
数
は
下
水
道
で
3
年
程
度
、

道
路
は
4
、
5
年
程
度
を
要

す
る
と
見
込
ん
で
い
る
。

Q
．市
と
し
て
、
被
災
し
た
住

宅
地（
民
有
地
）に
対
し
、
復

興
案（
提
言
）を
示
す
べ
き
と

考
え
て
い
る
が
い
か
が
か

A
．被
災
し
た
住
宅
地
の
復
旧・

復
興
の
取
り
組
み
に
民
有
地

で
あ
り
な
が
ら
も
、
最
大
の

支
援
が
出
来
る
よ
う
、
検
討

し
て
い
く
。

Q
．新
庁
舎
を
市
役
所
前
の

グ
ラ
ン
ド
に
建
設
し
た
場
合
、

初
期
費
用
は
ど
れ
く
ら
い
か

A
．現
時
点
で
は
、
金
額
は
示

せ
な
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
諸
費

用
も
加
え
今
年
度
中
に
一
定

の
調
査
結
果
を
ま
と
め
る
。

Q
．市
の
外
郭
団
体（
開
発
公

社
、
文
化
ホ
ー
ル
、
ス
ポ
ー

ツ
振
興
協
会
、
社
会
福
祉

協
議
会
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
、
国
際
交
流
協
会
、

商
工
会
議
所
）の
中
で
、
国

の
公
益
法
人
改
革
に
よ
り
、

開
発
公
社
、
文
化
ホ
ー
ル
、

ス
ポ
振
、
シ
ル
バ
ー
人
材
の

4
社
は
、
一
般
財
団
法
人
、

公
益
財
団
法
人
に
変
わ
る

が
、
ど
う
変
わ
る
の
か
？

A
．独
立
し
た
経
営
主
体
と
し
て

自
立
的
な
事
業
展
開
を
図
る
。

Q
．公
益
法
人
改
革
は
天
下
り

防
止
の
意
味
も
含
ん
で
い
る
。

市
退
職
者
が
外
郭
団
体
の

役
員
に
長
く
勤
務
し
て
い
る

よ
う
だ
が
、
実
態
は
い
か
が

か
？

A
．市
役
所
を
退
職
し
た
後
の

勤
務
先
等
は
調
査
し
て
い
な

い
の
で
把
握
し
て
い
な
い
。

Q
．谷
津
バ
ラ
園
の
再
任
用
者

の
6
月
以
降
の
措
置
は
？

A
．早
期
に
検
討
し
て
結
論
を

出
す
。

真

政

会

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た

「
ま
ち
づ
く
り
」
を
目
指
す

Q
．機
構
改
革
に
つ
い
て

A
．①
安
全
対
策
に
係
る
組
織

の
強
化
②
広
報
・
広
聴
部
門

の
整
備
③
専
門
職
の
専
門
性

を
最
大
限
発
揮
で
き
る
組
織

体
制
構
築
を
図
る
。

Q
．遊
休
施
設（
屋
敷
教
職
員

住
宅
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
社
宅
）に
対

す
る
今
後
の
対
策
等
の
予

定
は

A
．売
却
が
決
定
さ
れ
る
ま
で
の

間
に
お
い
て
は
、
パ
ト
ロ
ー
ル

重
点
地
区
と
し
て
継
続
的
な
パ

ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て
い
く
。

Q
．ゲ
リ
ラ
豪
雨
に
つ
い
て

A
．習
志
野
市
に
特
化
し
た
気

象
情
報
に
よ
り
事
前
対
策

に
活
用
し
て
い
る
。
情
報
の

周
知
に
関
し
て
は
あ
ら
ゆ
る

方
法
を
検
討
し
対
応
す
る
。

Q
．防
災
訓
練
に
つ
い
て

A
．①
総
合
防
災
訓
練
は
中
止

②
地
区
対
策
本
部
設
置
に
つ

い
て
の
訓
練
は
年
度
内
に
実

施
予
定
③
自
主
防
災
組
織

等
が
行
う
訓
練
は
こ
れ
ま
で

ど
お
り
支
援
④
庁
内
に
お
け

る
初
動
対
応
訓
練
を
10
月

21
日
に
実
施
す
る
予
定
。

Q
．東
日
本
大
震
災
が
市
財

政
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

A
．大
震
災
が
市
財
政
に
与
え

る（
当
初
予
算
編
成
に
お
け

る
）想
定
外
の
影
響
と
し
て
、

当
面
の
復
旧
・
復
興
に
要
す

る
財
源
確
保
の
た
め
の
基
金

の
取
り
崩
し
、
地
方
債
の
増

発
、
市
税
収
入
の
落
ち
込
み

等
が
あ
る
。

Q
．東
日
本
大
震
災
の
影
響
を

踏
ま
え
た
経
営
改
革
に
つ
い
て

A
．本
年
10
月
ま
で
に
平
成
24

年
度
予
算
編
成
を
目
指
し

た
緊
急
的
な
取
り
組
み
を
行

い
、
そ
の
先
、
中
長
期
的
な

財
政
見
通
し
を
立
て
、
経
営

改
革
の
見
直
し
を
行
う
。

Q
．水
門
の
設
置
に
つ
い
て

A
．市
内
二
級
河
川（
菊
田
川
、

谷
津
川
、
高
瀬
川
）に
つ
い

て
、
高
潮
対
策
、
津
波
対
策

の
面
か
ら
水
門
設
置
の
検
討

が
必
要
で
あ
る
。
河
川
管
理

者
で
あ
る
県
に
対
し
て
、
市

と
し
て
早
急
な
水
門
整
備
を

要
請
し
て
い
く
。
今
年
度
の

取
り
組
み
と
し
て
、
県
と
合

同
で
勉
強
会
を
実
施
す
る
。

公

明

党

災
害
弱
者
を
守
り
ハ
ー
ド
・

ソ
フ
ト
対
策
を
さ
ら
に
推
進

Q
．平
成
24
年
度
の
機
構
改

革
に
お
け
る
組
織
体
制
と

人
事
構
想
に
つ
い
て
伺
う

A
．市
民
の
ニ
ー
ズ
や
時
代
の

変
化
に
対
応
し
、
将
来
の
課

題
解
決
の
実
現
を
目
指
し
①

安
全
対
策
の
強
化
②
広
報
・

広
聴
部
門
の
整
備
③
専
門

職
の
専
門
性
を
最
大
限
に
発

揮
で
き
る
組
織
体
制
を
構
築

す
る
。「
行
政
は
人
な
り
」と

の
認
識
に
立
ち
、
危
機
感
を

持
っ
て
時
代
の
要
請
に
応
え

う
る
人
材
を
育
成
し
、
組
織

力
の
向
上
を
図
っ
て
い
く
。

Q
．（仮
称
）発
達
相
談
セ
ン
タ
ー

の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
伺
う

A
．①
専
門
性
の
確
保
に
つ
い

て
は
、
来
年
度
の
新
規
採
用

に
お
い
て
社
会
福
祉
士
、
保

健
師
、
心
理
判
定
員
の
募
集

を
行
っ
た
。
②
巡
回
指
導
に

つ
い
て
は
、
よ
り
効
果
的
な

指
導
が
で
き
る
も
の
と
拡
充

を
目
指
し
、
こ
ど
も
部
、
教

育
委
員
会
、
保
健
福
祉
部

と
協
議
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

→
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
相

談
機
能
、（
仮
称
）発
達
相
談
セ

ン
タ
ー
と
の
役
割
分
担
等
質
す
。

Q
．復
興
検
討
会
議
に
つ
い
て

A
．一
案
と
し
て
集
合
住
宅
案

な
ど
特
区
申
請
を
目
指
す
。

→
復
興
案
と
し
て
防
災
力

強
化
マ
ン
シ
ョ
ン
を
提
案
。

Q
．危
機
管
理
対
策
組
織
の

創
設
に
つ
い
て

A
．市
長
指
揮
の
も
と
庁
内
横

断
的
な
組
織
改
革
を
検
討
。

危
機
管
理
監
配
置
も
検
討
。

Q
．被
災
者
支
援
シ
ス
テ
ム
の

導
入
に
つ
い
て

A
．導
入
を
検
討
す
る
。

Q
．緑
の
防
潮
堤
を
提
案

A
．臨
海
部
で
検
討
す
る
。

Q
．企
業
局
の
耐
震
工
事
は
？

A
．新
年
度
に
反
映
す
る
。

Q
．災
害
時
の
障
が
い
者
支
援

に
つ
い
て

A
．福
祉
避
難
所
の
充
実
、
発

達
障
が
い
者
の
支
援
、
酸
素

ボ
ン
ベ
な
ど
、
よ
り
細
や
か

な
支
援
体
制
を
検
討
す
る
。

Q
．東
電
よ
り
電
気
料
金
が
格

安
な
エ
ネ
ッ
ト
導
入
は
？

A
．新
年
度
導
入
を
検
討
。

Q
．大
久
保
駅
周
辺
整
備
計

画
に
つ
い
て

A
．今
年
度
に
協
議
会
を
開
催

す
る
。

Q
．屋
敷
・
花
咲
地
域
の
給
水

所
設
置
の
進
捗
状
況

A
．22
カ
所
あ
る
民
間
井
戸
の

活
用
も
含
め
検
討
す
る
。

Q
．急
傾
斜
地
対
策
に
つ
い
て

A
．急
傾
斜
地
の
点
検
や
大
雨

の
際
の
警
戒
パ
ト
ロ
ー
ル
等

土
砂
災
害
か
ら
身
を
守
る
為

の
避
難
体
制
の
整
備
に
努
め

て
い
く
。

Q
．防
災
会
議
に
つ
い
て

A
．災
害
対
応
に
お
け
る
反
省

点
や
課
題
、
得
ら
れ
た
教
訓

等
を
検
証
し
防
災
会
議
を

開
催
し
て
い
く
。

Q
．ま
ち
づ
く
り
会
議
の
目
的

に
つ
い
て

A
．会
議
の
開
催
の
他
、
地
域

の
特
色
を
生
か
し
た
活
動
が

行
わ
れ
て
お
り「
市
民
が
夢

と
輝
き
を
持
っ
て
自
己
実
現

で
き
る
都
市
習
志
野
」の
実

現
の
た
め
に
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
。

Q
．道
路
空
洞
化
の
今
後
の
対

策
に
つ
い
て

A
．道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施

と
レ
ー
ダ
ー
探
査
結
果
を
基

に
精
査
し
な
が
ら
2
つ
の
補

修
方
法
を
検
討
し
て
い
る
。

Q
．学
校
施
設
の
耐
震
化
に
つ

い
て
伺
う

A
．Is
値
が
0.3
以
上
0.4
未
満
の

耐
震
性
の
低
い
校
舎
を
優
先

的
に
、
本
年
度
1
校
2
棟
、

平
成
24
年
度
4
校
9
棟
及

び
津
田
沼
小
改
築
で
耐
震
化

率
72
・
１
％
、
平
成
25
年
度

4
校
16
棟
86
・
５
％
、
平
成

26
年
度
6
校
15
棟
で
耐
震

化
完
了
。
事
業
費
は
約
11
億

円
を
見
込
ん
で
い
る
。

Q
．学
校
に
お
け
る
津
波
対
策

に
つ
い
て

A
．海
浜
地
域
7
校
で
は
、
避

難
場
所
を
校
庭
か
ら
屋
上
へ
。

ま
た
、
国
道
14
号
を
超
え
高

台
の
学
校
に
避
難
す
る
な
ど

防
災
計
画
の
見
直
し
を
行
う
。

→
学
校
施
設
の
防
災
機
能

の
充
実
と
防
災
教
育
の
徹

底
を
要
望
！

Q
．公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
に
つ

い
て
、
今
後
の
方
向
性
伺
う

A
．今
年
度
中
に
実
籾
・
東
習

志
野
地
域
を
中
心
に
ニ
ー
ズ

を
再
確
認
し
、
平
成
24
年
度

中
に
会
議
に
お
け
る
検
討
を

完
了
し
取
り
組
む
。

日
本
共
産
党

第
5
期
介
護
保
険
事
業

計
画
の
充
実
を

Q
．介
護
保
険
給
付
外
と
な
る

「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支

援
総
合
事
業
」の
評
価
は
？

A
．ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
検
討
。

一
般
質
問

一
般
質
問

一
般
質
問

●平成23年第４回定例会で審議される請願・陳情は、11月24日（木）午後５時までに受理されたものになります。

実
籾
小
学
校
運
動
会
（
10
月
１
日
）
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→
納
得
で
き
な
い
答
弁
で
不

正
疑
惑
は
解
消
さ
れ
な
い
。

Q
．市
立
幼
・
保
の
私
立
化
に

つ
い
て
は
、
市
民
か
ら
現
状

維
持
の
強
い
要
望
が
あ
っ
た

が
市
は
私
立
化
を
強
行
し

た
。
今
度
は
幼
稚
園
の
私
立

化
を
3
年
延
期
と
は
？

A
．国
の「
子
育
て
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」を
実
施
す
る
た
め
。

→「
子
育
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

は
保
育
責
任
を
放
棄
す
る

も
の
。

Q
．防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
状
況

A
．設
置
に
向
け
て
検
討
す
る
。

Q
．野
良
猫
へ
の
対
応

A
．「
地
域
猫
」の
指
針
作
り
や

取
り
組
み
は
考
え
て
い
な
い
。

Q
．市
長
、
市
議
選
挙
の
公
営

掲
示
板
は
188
ヵ
所
あ
り
、
こ
の

ポ
ス
タ
ー
は
、
公
費
か
ら
支
出

さ
れ
て
い
る
。
公
費
支
出
の
限

度
額
は
、
1
枚
2
千
117
円
で
、

総
額
39
万
7
千
996
円
で
あ
る
。

あ
る
議
員
の
ポ
ス
タ
ー
代
は
、

印
刷
業
者
の
見
積
り
で
、
1
枚

950
円
、総
額
17
万
8
千
600
円

の
請
求
で
あ
る
。
宮
本
市
長

は
、公
費
支
出
限
度
額
い
っ
ぱ

い
の
1
枚
2
千
117
円
で
、請
求

総
額
は
39
万
7
千
996
円
の
請

求
と
な
っ
て
い
る
。
印
刷
業
者

に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、「
宮
本

市
長
は
、
500
枚
の
ポ
ス
タ
ー
を

刷
り
、
チ
ラ
シ
等
も
公
費
か

ら
請
求
さ
れ
て
い
る
。」と
の

こ
と
だ
。
し
た
が
っ
て
、
宮
本

市
長
が
自
費
で
負
担
す
べ
き

300
枚
以
上
の
ポ
ス
タ
ー
代
及

び
、
チ
ラ
シ
等
の
請
求
は
、

不
正
請
求
で
は
な
い
の
か
！

A
．こ
の
質
問
に
対
し
て
、
宮

本
市
長
は
答
弁
が
出
来
ず
、

選
挙
管
理
委
員
会
が「
不
正

は
な
い
。」と
答
弁
し
た
。

市
民
の
声
を
聞
く
会

　

非
常
識
な
強
制
執
行

Q
．Ｊ
Ｒ
津
田
沼
駅
南
口
開
発

は
前
市
長
後
援
会
に
私
物

化
さ
れ
て
い
る
。
79
歳
の
高

齢
者
と
娘
の
住
む
家
に
強

制
執
行
し
た
。
そ
の
後
は

A
．経
済
状
況
は
個
人
情
報
で

あ
り
承
知
し
て
な
い
。

Q
．Ｊ
Ｒ
津
田
沼
駅
南
口
土
地

区
画
整
理
事
業
内
の
農
道

測
量
は
、
さ
れ
て
い
な
い
。

管
理
者
は
誰
だ

A
．荒
木
前
市
長
。

Q
．保
留
地
売
買
契
約
書
の

覚
書
提
出
を
要
求

A
．出
さ
な
い
。
組
合
に
要
求

し
な
い
。

Q
．保
留
地
の
総
面
積
は
、

3
万
1
千
平
米
で
間
違
い

な
い
か

A
．3
万
620
平
米
予
定
。

Q
．議
員
活
動
に
脅
迫
。「
暴

力
団
排
除
条
例
」議
員
を
殺

す
よ
う
に
と
い
う
脅
迫
が
あ

る
。
被
害
届
を
提
出
中

A
．暴
力
団
排
除
条
例
早
期

制
定
の
作
業
を
し
て
い
る
。

Q
．選
挙
直
後
に
選
管
事
務
局

長
が
異
動
し
た
の
は
な
ぜ

か
？　
そ
し
て
、質
問
に
答
え

ず
、
今
度
は
委
員
長
が
辞
任

し
て
し
ま
う
と
は
無
責
任
だ

A
．一
身
上
の
都
合
で
辞
め
た
。

Q
．先
の
不
正
疑
惑
で
告
発
さ

れ
た
職
員
が
4
票
の
点
字
を

読
む
た
め
だ
け
に
開
票
所
に

入
場
し
た
の
は
疑
問
だ
。
こ

の
職
員
が
票
を
移
動
さ
せ
た

不
審
行
動
の
前
科
が
あ
る
事

を
選
管
は
承
知
の
は
ず
だ

A
．職
場
か
ら
推
薦
さ
れ
た
。

更
②
ご
み
箱
設
置
数
の
増
加

③
ご
み
収
集
時
間
の
変
更
。

な
ら
し
の
志
民
の
会

防
災
体
制
の
確
立
を
目
指

し
た
「
ま
ち
づ
く
り
」
を
!!

Q
．防
災
情
報
を
町
会
・
自
主

防
災
組
織
な
ど
に
、
一
斉
に

大
量
件
数
が
配
信
で
き
る

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
Ｆ
Ａ
Ｘ
」

を
導
入
し
て
は
ど
う
か

A
．検
討
す
る
。

Q
．市
民
が
防
災
行
政
無
線

（
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
）か
ら
放

送
さ
れ
る
内
容
を「
電
話
で

確
認
で
き
る
シ
ス
テ
ム
」を

導
入
し
て
は
ど
う
か

A
．検
討
す
る
。

Q
．防
災
行
政
無
線
が
特
に
聞

き
取
り
に
く
い
市
境
の
家
屋
、

茜
浜
・
芝
園
・
東
習
志
野
工

業
団
地
に
個
別
受
信
装
置

を
設
置
す
る
べ
き
と
思
う
が

A
．今
年
度
実
施
の
音
響
調
査

の
結
果
を
参
考
に
、
整
備
計

画
を
立
て
た
い
。

Q
．自
主
防
災
組
織
の
育
成
・

強
化
と
し
て
、「
訓
練
メ

ニ
ュ
ー
の
サ
ン
プ
ル
」を
作

成
し
、
紹
介
し
て
は
ど
う
か

A
．今
後
、
地
域
の
実
情
に
応

じ
た
訓
練
メ
ニ
ュ
ー
の
作
成

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

→
そ
の
他
、
滞
納
徴
収
業
務
、

公
共
資
産
の
有
効
活
用
、
行

政
評
価
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

握
が
終
わ
り
、
今
後
は
方
向

性
を
決
め
て
い
く
。

→
ク
ラ
ウ
ド
コ
ン
ピ
ュ
ー

テ
ィ
ン
グ
活
用
の
提
言

Q
．京
成
大
久
保
駅
の
整
備
・

橋
上
化
に
つ
い
て

A
．ま
ず
は
地
元
の
意
識
の
共

有
と
目
指
す
べ
き
方
向
性
に

つ
い
て
、
話
し
合
い
の
機
会

を
設
け
る
。

→
将
来
的
に
は
高
架
も
視

野
に
入
れ
て
い
た
だ
き
た
い
。

Q
．京
成
大
久
保
商
店
街
の

防
犯
カ
メ
ラ
設
置
に
つ
い
て

A
．県
の
予
算
に
て
防
犯
カ
メ

ラ
の
設
置
等
は
進
め
て
い
る

が
、
設
置
地
区
は
県
か
ら
指

定
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。

→
場
所
の
要
相
談
を
要
望
。

Q
．避
難
場
所
に
つ
い
て

A
．各
種
震
災
に
対
応
し
、
早

急
に
見
直
し
を
行
う
。

Q
．財
政
再
建
策
の
手
段
と
し

て
、
近
隣
市
と
の
合
併
を
検

討
す
べ
き
で
は
な
い
か

A
．合
併
に
よ
る
財
政
状
況
の

再
建
は
考
え
て
い
な
い
。

→
財
政
難
か
ら
震
災
へ
の
市

独
自
の
支
援
金
が
浦
安
市
の

20
分
の
1
、
船
橋
市
の
10
分

の
1
で
あ
る
。合
併
す
る
こ
と

に
よ
り
議
員
は
20
名
減
、
市
長

な
ど
の
特
別
職
も
要
ら
な
い
。

ま
た
、
大
規
模
な
新
市
庁
舎

建
設
も
必
要
な
く
な
り
、
浮
い

た
予
算
を
震
災
復
興
事
業
に

充
て
ら
れ
る
。

Q
．公
共
施
設
で
の
受
動
喫
煙

防
止
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

A
．現
時
点
で
は
条
例
制
定
の

検
討
は
し
て
い
な
い
。

Q
．Ｊ
Ｒ
津
田
沼
駅
周
辺
の
環
境

美
化
へ
の
取
り
組
み
活
動
は

A
．先
進
自
治
体
へ
の
視
察
、

J
Ｒ
・
Ｊ
Ｔ
と
の
協
議
を
行

い
改
善
方
法
を
模
索
中
。
今

後
は
船
橋
市
・
商
店
街
・
町

会
と
も
協
議
す
る
。

→
実
施
済
み
施
策
は
①
ご
み

箱
の
分
別
式
タ
イ
プ
へ
の
変

先
選
定
方
法
に
つ
い
て

A
．現
在
の
小
学
校
の
修
学
旅

行
先
の
変
更
の
必
要
は
な
い
。

→
不
参
加
生
徒
へ
の
配
慮
。

み
ん
な
の
党

み
ん
な
の
声
、
議
会
に

届
け
て
き
ま
し
た
！

Q
．復
興
検
討
会
議
を
な
ぜ

事
前
に
知
ら
せ
な
い
の
か
？

A
．他
会
議
同
様
と
考
え
る
。

→
重
要
な
会
議
で
あ
り
、
議

員
軽
視
と
言
え
る
。

Q
．被
災
住
宅
の
集
合
住
宅
化

が
ひ
と
り
歩
き
し
て
い
る
！

A
．集
合
住
宅
化
の
考
え
は
、

一
手
法
と
し
て
述
べ
た
。
情

報
発
信
は
慎
重
に
対
応
す
る
。

Q
．干
潟
保
全
事
業
調
査
を

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

か
？

A
．環
境
省
と
は
今
後
も
連
携

を
図
り
事
業
推
進
の
原
動

力
と
な
る
体
制
を
構
築
す
る
。

Q
．同
調
査
報
告
会
の
告
知
の

反
省
と
改
善
を
！

A
．指
摘
の
と
お
り
改
善
す
る
。

Q
．ア
オ
サ
除
去
の
継
続
を
！

A
．9
月
中
に
再
開
さ
せ
る
。

Q
．干
潟
の
木
道
開
放
を
！

A
．実
現
に
向
け
検
討
す
る
。

Q
．自
転
車
の
安
全
対
策
を
！

A
．学
校
教
育
等
で
マ
ナ
ー
向

上
の
学
習
を
行
っ
て
い
る
。

→
商
店
街
等
と
も
啓
蒙
を
！

Q
．干
潟
脇
道
路
の
拡
張
を
！

A
．現
在
は
無
理
で
あ
る
。

Q
．高
校
用
地
と
北
側
道
路
の

等
価
交
換
で
出
来
な
い
か
？

A
．道
路
を
調
べ
検
討
す
る
。

Q
．習
志
野
版
事
業
仕
分
け
の

再
開
に
つ
い
て

A
．業
務
分
析
を
行
い
、
業
務

最
適
化
に
よ
る
コ
ス
ト
削
減

を
検
討
し
た
い
。

Q
．習
志
野
市
の
Ｉ
Ｔ
最
適
化

に
つ
い
て
進
捗
状
況
は
？

A
．市
保
有
の
Ｉ
Ｔ
資
産
の
把

→
要
支
援
者
に
総
合
事
業

を
押
し
つ
け
ず
、
利
用
者
の

選
択
権
を
守
る
よ
う
要
望
。

Q
．高
層
の
集
合
住
宅（
マ
ン

シ
ョ
ン
）の
防
災
対
策
は
？

A
．集
合
住
宅
の
防
災
計
画
の

作
成
、
災
害
時
の
応
急
対
策

や
復
旧
な
ど
に
つ
い
て
事
前

協
議
が
必
要
。
対
策
を
研
究

し
、
普
及
啓
発
に
努
め
る
。

→
災
害
時
要
援
護
者
の
安

否
確
認
で
は
、
民
生
委
員
等

と
管
理
組
合
・
自
主
防
災

組
織
と
の
連
携
体
制
を
求

め
る
。

Q
．家
具
転
倒
防
止
器
具
取
付

助
成
制
度
を
創
設
す
べ
き

A
．研
究
し
て
い
き
た
い
。

Q
．谷
津
干
潟
の
保
全
と
ア
オ

サ
対
策
は
？

A
．環
境
省
の
保
全
事
業
の
報

告
会
の
開
催
や
地
元
協
力
体

制
の
構
築
で
、
市
は
積
極
的

に
役
割
を
担
っ
て
い
く
。

Q
．袖
ケ
浦
保
育
所
の
雨
漏
り

修
理
を
求
め
る

A
．補
修
等
の
対
応
を
図
る
。

Q
．国
民
健
康
保
険
料
が
高
い

と
感
じ
て
い
る
が
、
引
き
下

げ
の
考
え
は
な
い
の
か
伺
う

A
．国
に
対
し
て
国
庫
負
担
割

合
の
引
き
上
げ
を
要
望
し
て

い
る
。
ど
う
し
て
も
払
え
な

い
人
に
は
、
相
談
に
の
る
。

Q
．東
習
志
野
市
営
住
宅
大

規
模
改
修
は
、
い
つ
着
工
す

る
の
か
。
住
民
に
引
っ
越
し

の
手
順
な
ど
説
明
を
き
ち
ん

と
し
て
欲
し
い
。
建
て
か
え

ま
で
の
間
の
生
活
補
償
に
つ

い
て
も
伺
う

A
．空
室
が
な
い
の
で
遅
く

な
っ
た
が
、
泉
町
の
市
営
住

宅
に
も
入
り
、
平
成
25
年
に

は
、
着
工
し
た
い
。

Q
．ハ
ッ
ピ
ー
バ
ス
実
籾
ル
ー

ト
復
活
に
つ
い
て
、
6
月
議

会
後
の
進
捗
状
況
は
？　

今

す
ぐ
走
行
で
き
な
い
な
ら
、

せ
め
て
済
生
会
習
志
野
病
院

が
送
迎
の
バ
ス
を
出
す
よ
う

市
長
か
ら
要
望
し
て
欲
し
い

A
．実
籾
・
東
習
志
野
地
域
を

中
心
に
ニ
ー
ズ
を
再
確
認
し
、

住
民
や
事
業
者
、
専
門
家
に

よ
る
会
議
を
設
置
す
る
。
送

迎
バ
ス
の
件
は
、
必
要
な
こ

と
を
や
る
。

習
志
野
ク
ラ
ブ

子
ど
も
・
高
齢
者
・
ペ
ッ
ト

の
住
ま
い
と
命
を
守
り
ま
す

Q
．国
道
14
号
線
以
南
の
道
路
・

側
溝
な
ど
、復
旧
の
見
通
し
は
？

A
．4
、
5
年
を
予
定
し
て
い

る
。
国
に
対
し
て
も
支
援
を

要
望
し
て
い
く
。

Q
．６
月
の
菅
前
首
相
視
察
の

際
、
何
を
要
望
し
た
の
か
？

A
．下
水
道
・
住
宅
な
ど
の
復

旧
費
を
要
望
し
た
。

Q
．病
児
・
病
後
児
保
育
に
つ

い
て
、
知
ら
な
い
市
民
の
方

も
多
い
の
で
は
？

A
．市
と
し
て
も
、
重
要
な
施

策
と
考
え
て
い
る
の
で
、フ
ァ

ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
の
利
用
と
合
わ
せ
市
民

へ
の
周
知
を
徹
底
し
て
い
く
。

Q
．今
後
、
介
護
施
設
ば
か
り

ふ
や
す
と
、
将
来
、
介
護
保

険
料
が
、
大
幅
に
上
が
る
。

地
域
全
体
で
手
厚
く
見
守

る
事
も
考
え
る
必
要
が
あ
る

と
思
う
が

A
．地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
一
層
の
強
化
を
図
る
と
と

も
に
、
高
齢
者
が
地
域
で
自

立
し
た
生
活
を
営
む
こ
と
が

で
き
る
在
宅
支
援
を
基
本
と

し
、
施
設
整
備
と
介
護
保
険

料
の
バ
ラ
ン
ス
を
、
十
分
考

慮
し
取
り
組
ん
で
い
く
。

Q
．リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
制

度
の
普
及
に
つ
い
て

A
．社
会
福
祉
協
議
会
が
窓
口

と
な
っ
て
行
っ
て
い
る
不
動

産
担
保
型
生
活
資
金
の
利
用

は
進
ん
で
い
な
い
。
今
後
は

制
度
の
周
知
を
図
り
、
制
度

を
必
要
と
す
る
方
が
円
滑
に

活
用
で
き
る
よ
う
努
め
る
。

Q
．中
古
住
宅
市
場
の
活
性

化
に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ

い
て
、
住
宅
履
歴
情
報
の
蓄

積
活
用
を
支
援
す
る
民
間

の
情
報
サ
ー
ビ
ス
機
関
と
行

政
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ

て
い
く
の
か
見
解
を
伺
う

A
．質
の
高
い
住
宅
ス
ト
ッ
ク

形
成
を
図
っ
て
い
く
こ
と
の

必
要
性
は
十
分
認
識
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
民
間
の
情
報

サ
ー
ビ
ス
機
関
と
の
関
わ
り

に
つ
い
て
は
調
査
・
研
究
し

て
い
く
。

Q
．放
射
線
対
応
に
つ
い
て
、

学
校
給
食
の
安
心
・
安
全
確

保
と
今
後
の
対
応
に
つ
い
て

A
．国
、
県
、
関
係
機
関
等
か

ら
の
情
報
等
を
注
視
し
、
安

心
安
全
な
学
校
給
食
運
営

を
実
施
す
る
。

Q
．飼
い
主
の
い
な
い
猫
不
妊

去
勢
手
術
費
助
成
金
復
活
を

A
．再
開
の
根
拠
つ
け
が
困
難

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

→
猫
の
飼
育
管
理
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
制
定
。

→
地
域
猫
活
動
に
対
す
る

行
政
の
理
解
と
サ
ポ
ー
ト
。

Q
．Ａ
Ｅ
Ｄ（
自
動
対
外
式
除

細
動
器
）を
保
育
所
・
幼
稚

園
・
こ
ど
も
園
に
新
設
す
る

と
と
も
に
、
未
設
置
の
公
共

施
設
を
調
査
し
て
新
設
を

A
．保
育
所
等
を
含
め
、
そ
の

他
の
施
設
へ
の
設
置
を
進
め

て
い
く
。

Q
．愛
護
動
物（
ペ
ッ
ト
）の
窓

口
の
新
設
を

A
．愛
護
動
物
を
所
管
す
る
部

署
は
当
面
難
し
い
が
、
市
民

が
迷
わ
れ
ぬ
よ
う
、
愛
護
動

物
に
関
す
る
相
談
先
等
に
つ

い
て
、
周
知
を
図
っ
て
い
く
。

Q
．放
射
線
量
の
高
い
傾
向
の

地
域
へ
の
修
学
旅
行
の
行
き

一
般
質
問

一
般
質
問

一
般
質
問

●本会議のインターネット中継（生中継と録画中継（３日後））を行っています。（市役所ホームページ→市議会→議会中継）

市
庁
舎
に
て
防
災
訓
練
実
施
（
10
月
21
日
）

は
し
ご
車
で
の
屋
上
か
ら
の
避
難
訓
練
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川
崎
氏
は
、
平
成
三
年
の
統
一
選
挙
で
初
当
選

以
来
、
連
続
四
期
十
六
年
に
わ
た
り
市
議
会
議
員

と
し
て
習
志
野
市
の
発
展
に
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
議
会
で
は
民
生
経
済
常
任
委
員
会
委

員
長
、
議
会
運
営
委
員
会
副
委
員
長
や
一
般
会
計

並
び
に
特
別
会
計
予
算
特
別
委
員
会
委
員
長
等
を

歴
任
さ
れ
、
平
成
十
三
年
に
第
二
十
一
代
議
長
に

就
任
さ
れ
、
数
多
く
の
功
績
を
残
さ
れ
ま
し
た
。

―
叙 
勲
―

　
　

川
崎　

忠
男　

元
議
長
が
「
旭
日
双
光
章
」
を
受
章

平成23年 第３回定例会
月　　日 内　　　　容

９月 ２日（金） 開　会
議案第36号～議案第44号について
（提案理由の説明）

９月 ９日（金） 議案第36号～議案第44号について
（議案質疑）

９月１２日（月） 一般質問（４人）

９月１３日（火） 一般質問（４人）

９月１４日（水） 一般質問（４人）

９月１５日（木） 一般質問（４人）

９月１６日（金） 一般質問（４人）

９月２０日（火） 一般質問（４人）
追加議案第45号～議案第52号につい
て（提案理由の説明、監査委員の決算
審査意見、質疑、閉会中継続審査の
件）

９月２１日（水） 建設常任委員会
総務常任委員会

９月２２日（木） 環境経済常任委員会
文教福祉常任委員会

９月２６日（月） 一般会計予算特別委員会
特別会計予算特別委員会
議会運営委員会

９月３０日（金） 議案第36号～議案第44号並びに
受理番号第12号及び受理番号第14号
～受理番号第38号について
（委員長報告～採決）
農業委員会委員の推薦の件
閉会

《平成23年第３回定例会議決結果一覧表》 ○…賛成　╳…反対　退…退席　欠…欠席 
（枠内の○╳は、会派内での○と╳の人数）

件　　　　　　　　　名 会　　　　　　　　　派
議案 
番号 議　案 議決 

結果
元気な習志野 
をつくる会 公明党 真政会 習志野

クラブ
みんな
の党

市民の声を
聞く会

日　本 
共産党 新社会党 ならしの 

志民の会

36 平成 23 年度習志野市一般会計補正予算（第 3 号） 可決 ○５ 
欠１ ○ ○ ○ ○ ○１ 

×２ ○ ○ ×

37 平成 23 年度習志野市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号） 可決 ○５ 
欠１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

38 習志野市市民プラザ大久保の設置及び管理に関する条例の制定について 可決 ○５ 
欠１ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

39 習志野市税条例等の一部を改正する条例の制定について 可決 ○５ 
欠１ ○ ○ ○ ○ ○１ 

×２ × × ○

40 習志野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定
について 可決 ○５ 

欠１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

41 習志野市環境審議会条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○５ 
欠１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 適任 ○５ 
欠１ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

43 専決処分した事件の承認を求めることについて（習志野市国民健康保険
条例の一部を改正する条例の制定について） 承認 ○５ 

欠１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

44 専決処分した事件の承認を求めることについて（習志野市介護保険条例
の一部を改正する条例の制定について） 承認 ○５ 

欠１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

受理 
番号 請願・陳情 議決 

結果
元気な習志野 
をつくる会 公明党 真政会 習志野

クラブ
みんな
の党

市民の声を
聞く会

日　本 
共産党 新社会党 ならしの 

志民の会

12 習志野市の子どもたちを放射性物質による汚染から守るための陳情 不採択 ×５ 
欠１ × × ×３

退１ × ○ ○ ○ ×

14 「子ども・子育て新システム」導入に反対する意見書を国に提出すること
を求める陳情 不採択 ×５ 

欠１ × × × × ○２
退１ ○ ○ ×

15 公設公営保育所への特定財源の復活に関する意見書を国に提出すること
を求める陳情 不採択 ×５ 

欠１ × × × × ○２
退１ ○ ○ ×

16
県の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の条例化にあたり市
町村が独自に設定している上乗基準などの反映を求める意見書提出に関
する陳情

不採択 ×５ 
欠１ × × × × ○２

退１ ○ ○ ×

17 「習志野市 JR津田沼駅南口土地区画整理組合が行った強制執行（直接
施行）」を目の当たりにしての陳情 不採択 ×５ 

欠１ × × × × ○ ○ ○ ×

18
19
20

ユーチューブ映像の「習志野市津田沼駅奏の杜区画整理組合が行った強
制執行（直接施行）」を観ての陳情 不採択 ×５ 

欠１ × × × × ○ ○ ○ ×

21 「習志野市 JR津田沼駅南口土地区画整理組合が行った強制執行（直接
施行）」を目の当たりにしての陳情 不採択 ×５ 

欠１ × × × × ○ ○ ○ ×

22 外国人への生活保護制度の準用の中止に関する陳情 不採択 ×５ 
欠１ × × × × ×２

退１ × × ×

23 「ボートピア習志野」の警備員削減と競艇ファンの国際水泳場正門通行に
反対を求める陳情 不採択 ×５ 

欠１ × × × × ○ ○ ○ ×

24
25
26
33
35

ユーチューブ映像の「習志野市津田沼駅奏の杜区画整理組合が行った強
制執行（直接施行）」を観ての陳情 不採択 ×５ 

欠１ × × × × ○ ○ ○ ×

27 ユーチューブ映像の「習志野市津田沼駅奏の杜区画整理組合が行った強
制執行（直接施行）」を観ての陳情 不採択 ×５ 

欠１ × × × × ○ ○ ○ ×

28 道路計画で庭を削られるときどうしますか 不採択 ×５ 
欠１ × × × × ○２

退１ ○ ○ ×

29 虚偽に虚偽を重ねる「仲よし幼稚園跡地」売却方針 不採択 ×５ 
欠１ × × × ○２

×１ ○ ○ ○ ○

30 過去の回答は虚偽だったのか 不採択 ×５ 
欠１ × × × × ○ ○ ○ ×

31 習志野市暴力団排除条例の制定に関する請願 採択
送付

◯５ 
欠１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 「習志野市 JR津田沼駅南口土地区画整理組合が行った強制執行（直接
施行）」の被害を受けての陳情 不採択 ×５ 

欠１ × × × × ○ ○ ○ ×

34 子どもたちを放射能汚染から守るための陳情 採択
送付

◯５ 
欠１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36 習志野市立第二中学校体育館建替えに関する請願 採択
送付

◯５ 
欠１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

37 藤崎児童会の環境改善に関する陳情 採択
送付

◯５ 
欠１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

38 陳情書、請願書の個人情報の取り扱いに対する陳情 不採択 ×５ 
欠１ × × × × ×２

○１ × × ×


